
自
衛
官

一
般
曹
候
補
生

▼
受
験
資
格
　
４
月
１
日
現
在
、

　
18
歳
以
上
27
歳
未
満
の
人

▼
受
付
期
間　
５
月
１
日
㈫
ま
で

▼
試
験
日

一
次
…
５
月
26
日
㈯

二
次
…
６
月
27
日
㈬
～
７
月
２
日

　
㈪
（
期
間
中
の
い
ず
れ
か
１
日

　
を
指
定
さ
れ
ま
す
）

幹
部
候
補
生
（
一
般
）

▼
受
験
資
格　
４
月
１
日
現
在
、

　
22
歳
以
上
26
歳
未
満
の
人

※
20
歳
以
上
22
歳
未
満
の
人
は
大

　
卒
（
見
込
み
含
む
）

※
修
士
課
程
修
了
者
（
見
込
み
含

　
む
）
な
ど
は
28
歳
未
満

▼
受
付
期
間　
５
月
１
日
㈫
ま
で

▼
試
験
日

一
次
…
５
月
12
日
㈯
・
13
日
㈰

二
次
…
６
月
12
日
㈫
～
６
月
15
日

　
㈮
（
期
間
中
の
い
ず
れ
か
１
日

　
を
指
定
さ
れ
ま
す
）

※
海
・
空
飛
行
要
員
の
み
三
次
試

　
験
あ
り

幹
部
候
補
生
（
歯
科
・
薬
剤
科
）

▼
受
験
資
格

○
歯
科
…
４
月
１
日
現
在
、
専
門

　
の
大
卒
（
見
込
み
含
む
）
の
20

　
歳
以
上
30
歳
未
満
の
人

○
薬
剤
科
…
４
月
１
日
現
在
、
専

　
門
の
大
卒
（
見
込
み
含
む
）
の

　
20
歳
以
上
28
歳
未
満
の
人

▼
受
付
期
間　
５
月
１
日
㈫
ま
で

▼
試
験
日

一
次
…
５
月
12
日
㈯
・
13
日
㈰

二
次
…
６
月
12
日
㈫
～
６
月
15
日

　
㈮
（
期
間
中
の
い
ず
れ
か
１
日

　
を
指
定
さ
れ
ま
す
）

医
科
・
歯
科
幹
部

▼
受
験
資
格　
医
師
・
歯
科
医
師

　
免
許
取
得
者

▼
受
付
期
間　
４
月
20
日
㈮
ま
で

▼
試
験
日　
５
月
11
日
㈮

自
衛
官
候
補
生
（
男
子
）

▼
受
験
資
格　
18
歳
以
上
27
歳
未

　
満
の
人

▼
受
付
期
間　

年
間
を
通
じ
て

　
行
っ
て
い
ま
す

▼
試
験
日　
受
け
付
け
の
と
き
に

　
お
知
ら
せ
し
ま
す

申
し
込
み
・
問
自
衛
隊
島
原
地
域

　
事
務
所
（
☎
�
３
７
５
９
）

固
定
資
産
税
（
土
地
・
家
屋
）

価
格
等
帳
簿
の
縦
覧

　
４
月
２
日
か
ら
、
平
成
30
年
度

の
土
地
・
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿

を
公
開
し
ま
す
。

　
縦
覧
制
度
は
、
市
内
に
土
地
・

家
屋
を
所
有
す
る
固
定
資
産
税
の

納
税
者
が
他
の
土
地
・
家
屋
の
価

格
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自

己
所
有
の
資
産
の
評
価
が
適
正
で

あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
で
き
る
制

度
で
す
。

▼
縦
覧
期
間　
４
月
２
日
㈪
～
５

　
月
31
日
㈭　
８
時
30
分
～
17
時

　
15
分

※
土
・
日
曜
、
祝
日
を
除
く

▼
縦
覧
場
所　
税
務
課
固
定
資
産

　
税
班

▼
縦
覧
で
き
る
人　
土
地
ま
た
は

　
家
屋
を
所
有
す
る
固
定
資
産
税

　
の
納
税
者

▼
縦
覧
で
き
る
内
容

○
土
地
…
所
在
・
地
番
・
地
目
・

　
地
積
・
価
格

○
家
屋
…
所
在
・
家
屋
番
号
・
種

　
類
・
構
造
・
床
面
積
・
価
格

問
税
務
課
固
定
資
産
税
班
（
☎
内

　
線
１
７
３
）

重
度
心
身
障
害
者
福
祉
交
通

機
関
利
用
券
の
交
付

　
４
月
１
日
か
ら
平
成
30
年
度
の

重
度
心
身
障
害
者
福
祉
交
通
機
関

利
用
券
の
交
付
申
請
を
受
け
付
け

ま
す
。

▼
交
付
額　
２
万
円
（
年
度
途
中

　
に
対
象
者
に
な
る
人
は
交
付
額

　
が
減
る
場
合
が
あ
り
ま
す
）

▼
対
象
者　
市
内
在
住
（
在
宅
）

　
で
、
自
分
で
自
動
車
の
運
転
を

　
行
わ
な
い
、
次
の
い
ず
れ
か
に

　
該
当
す
る
人

①
療
育
手
帳
所
持
者

②
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１

　
級
所
持
者

③
身
体
障
害
者
手
帳
所
持
者
で
、

　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

○
１
級
ま
た
は
２
級
で
車
い
す
を

　
常
用
し
て
い
る
人

募
　
集

■ 市役所本庁（代表）☎ 63-1111
■ 有明庁舎    （代表）☎ 68-1111
※外港庁舎と折橋庁舎への電話は本庁
　代表☎ 63-1111 から転送できます

＜広 告＞

　島原市　　 　　検索

お
知
ら
せ

22

季節柄
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○
と
　
き　
４
月
27
日
㈮
、
12
月

　
18
日
㈫

○
受
付
時
間　
10
時
～
11
時

○
健
診
会
場　
有
明
公
民
館

問
県
南
保
健
所
地
域
保
健
課
（
☎

　
�
３
２
８
９
）
ま
た
は
福
祉
課

　
地
域
福
祉
班
（
☎
内
線
２
７
１
）

「
認
知
症
の
人
と
家
族
の
会
」

講
演
会

　
「
や
っ
て
ま
す
！
男
の
介
護
２
」

を
テ
ー
マ
に
認
知
症
に
つ
い
て
正

し
い
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、

認
知
症
ケ
ア
の
あ
り
方
を
考
え
る

講
演
会
を
開
催
し
ま
す
。

▼
と
　
き　
４
月
27
日
㈮　
13
時

　
～
15
時
30
分

▼
と
こ
ろ　

島
原
市
福
祉
セ
ン

　

タ
ー

▼
参
加
費　
無
料

▼
内
　
容　
講
演
「
認
知
症
の
人

　
の
喫
食
支
援
」（
講
師
：
キ
タ
忍

　
歯
科
院
長　

喜
多
忍 

先
生
）、

　
体
験
談
「
両
親
の
介
護
と
自
分

　
の
人
生
」（
本
多
史
明 

氏
）

問
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
（
☎

　
�
５
１
１
０
）

島
農
春
の
市

▼
と
　
き　
４
月
28
日
㈯　
９
時

　
30
分
～
11
時

▼
と
こ
ろ　
島
原
農
業
高
校

▼
内
　
容
　
農
産
物
・
野
菜
苗
・

▼
支
給
月
額　
２
万
６
９
４
０
円

　
（
平
成
30
年
4
月
現
在
）

障
害
児
福
祉
手
当

　
精
神
ま
た
は
身
体
に
重
度
の
障

害
が
あ
る
た
め
、
日
常
生
活
に
お

い
て
常
に
介
護
を
必
要
と
す
る
在

宅
の
20
歳
未
満
の
人
に
支
給
さ
れ

ま
す
。 

た
だ
し
、
福
祉
施
設
に

入
所
し
て
い
る
人
は
、
対
象
に
な

り
ま
せ
ん
。

　
な
お
、
本
人
ま
た
は
扶
養
義
務

者
の
所
得
に
よ
っ
て
制
限
が
あ
り

ま
す
。 

▼
支
給
月
額　
1
万
４
６
５
０
円

　
（
平
成
30
年
4
月
現
在
）

▼
申
請
・
問
福
祉
課
障
害
福
祉
班

　
（
☎
内
線
３
３
３
）

原
爆
被
爆
者
健
康
診
断

▼
対
象
者　
被
爆
者
健
康
手
帳
所

　
持
者
、
第
一
種
健
康
診
断
受
診

　
者
証
所
持
者

▼
持
参
品　
被
爆
者
健
康
手
帳
ま

　
た
は
第
一
種
健
康
診
断
受
診
者

　
証

▼
健
診
日
程

①
島
原
地
区

○
と
　
き　
６
月
12
日
㈫
・
13
日

　
㈬
、
11
月
13
日
㈫
・
14
日
㈬

○
受
付
時
間　
13
時
30
分
～
15
時

　
30
分

○
健
診
会
場　
池
田
病
院

②
有
明
地
区

＜広 告＞

○
通
院
に
よ
り
人
工
透
析
を
受
け

　
て
い
る
人

○
視
覚
障
害
１
級
で
ひ
と
り
暮
ら

　
し
の
人
な
ど

▼
持
参
品　
障
害
者
手
帳
、
印
鑑

▼
受
付
期
間　
４
月
１
日
㈰
～
平

　
成
31
年
３
月
31
日
㈰

▼
申
請
・
問
福
祉
課
障
害
福
祉
班

　
（
☎
内
線
２
７
３
）
ま
た
は
有

　
明
支
所
（
☎
内
線
５
０
６
）

特
別
障
害
者
手
当
、
障
害
児
福

祉
手
当
の
支
給

　
手
当
を
受
け
る
に
は
申
請
が
必

要
で
す
。
詳
し
い
支
給
条
件
や
申

請
手
続
に
つ
い
て
は
問
い
合
わ
せ

て
く
だ
さ
い
。

特
別
障
害
者
手
当

　
精
神
ま
た
は
身
体
に
著
し
く
重

度
の
障
害
が
あ
る
た
め
、
日
常
生

活
に
お
い
て
常
に
特
別
の
介
護
を

必
要
と
す
る
在
宅
の
20
歳
以
上
の

人
に
支
給
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、

福
祉
施
設
に
入
所
、
ま
た
は
３
カ

月
を
超
え
て
病
院
な
ど
に
入
院
し

て
い
る
人
は
、
対
象
に
な
り
ま
せ

ん
。

　
な
お
、
本
人
ま
た
は
扶
養
義
務

者
の
所
得
に
よ
っ
て
制
限
が
あ
り

ま
す
。 

「島原市市勢要覧」ができました！
　今回、新たに発行した市勢要覧は、「しまばらの まち 
ひと しごと 湧水と」と題して、「島原市まち・ひと・
しごと創生総合戦略」のなかで本市のブランドイメージ
として位置付けられている「湧水」と「湧水」を中心に
本市で暮らす「ひと」にスポットを当て、生き生きと活
躍する市民の姿や現在進めて
いる施策などを紹介していま
す。
　市勢要覧は市ホームページ

（http://www.city.shimaba
ra.lg.jp/）で見ることができ
るほか、購入希望の人には１
部 300 円で販売しています。
▶販売・問総務課行政班
　（☎ 63-1111 内線 151）
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日
前
ま
で
に
年
金
相
談
受
付
票

　
に
よ
る
予
約
（
電
話
予
約
可
）

　
を
し
て
く
だ
さ
い

※
相
談
日
の
2
カ
月
前
か
ら
予
約

　
で
き
ま
す

年
金
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

　
諫
早
年
金
事
務
所
（
☎
０
９
５

７
�
１
６
６
2
）
ま
た
は
市
民
窓

口
サ
ー
ビ
ス
課
窓
口
班
（
☎
内
線

２
３
２
）

お
ゆ
ず
り
し
ま
す

・
弓
道
着
（
女
子
Ｍ
）

・
和
ダ
ン
ス
二
段
式

＜広 告＞

　
花
苗
・
各
種
鉢
物
・
加
工
品
の

　
販
売
、
和
太
鼓
演
奏
、
生
徒
に

　
よ
る
研
究
発
表
、
動
物
ふ
れ
あ

　
い
コ
ー
ナ
ー
、
茶
道
部
の
お
点

　
前
な
ど

問
島
原
農
業
高
校
（
☎
�
５
１
２

　
５
）

常
設
人
権
相
談

　
人
権
擁
護
委
員
に
よ
る
相
談
を

行
っ
て
い
ま
す
。

▼
と
　
き　
毎
週
月
・
火
曜
・
木

　
曜　
10
時
～
16
時

▼
と
こ
ろ　
長
崎
地
方
法
務
局
島

　
原
支
局

問
常
設
人
権
相
談
所
（
長
崎
地
方

　
法
務
局
島
原
支
局
内
☎
�
２
５

　
１
３
）

平
成
30
年
度
国
民
年
金
保
険
料

　
４
月
分
か
ら
の
国
民
年
金
保
険

料
は
月
額
１
万
６
３
４
０
円
で
す
。

諫
早
年
金
事
務
所
出
張
相
談

▼
と
　
き　
４
月
18
日
㈬
、
５
月

　
16
日
㈬
・
23
日
㈬

▼
と
こ
ろ　
三
会
農
村
環
境
改
善

　
セ
ン
タ
ー

▼
募
集
人
数　
15
人

※
５
月
23
日
㈬
は
10
人

▼
申
込
方
法　
相
談
開
設
日
の
10

24

市政情報発信中
●島原市ホームページ（http://www.city.shimabara.lg.jp/）
●ケーブルテレビ
・カボチャテレビ
　（土曜　8:30、10:00、18:00、21:00、翌 2:00、翌 5:00）
　（日曜　8:00、15:00、18:00、21:00、翌 2:00、翌 5:00）
・ひまわりテレビ（月曜～金曜　18:45）
●ＦＭしまばら（88.4MHz）　（月曜～金曜　９:00、13:00）
●新　聞　・島原新聞 市役所欄（随時）
　　　　　・長崎新聞 市政情報コーナー（毎月第２・４火曜）

●人　口  45,824 人（－ 59）
●男　性  21,393 人（－ 24）
●女　性  24,431 人（－ 35）
●世帯数  19,668 世帯（－ 8）

人 の動き（３月１日現在）

２月中の動き
出生　35 人　  死亡　75 人
転入　56 件　  転出　69 件

・
ポ
ー
タ
ブ
ル
ト
イ
レ

・
折
り
た
た
み
式
テ
ー
ブ
ル
（
４

　
台
）

お
ゆ
ず
り
く
だ
さ
い

・
中
学
生
男
子
制
服
（
Ｍ
）

・
第
二
中
学
校
女
子
制
服
ス
カ
ー

　
ト
（
Ｌ
）

・
折
り
た
た
み
パ
イ
プ
椅
子
（
５

　
脚
）

・
自
転
車
（
子
ど
も
用
・
大
人
用
）

・
工
業
用
ミ
シ
ン

・
電
子
ピ
ア
ノ
（
88
鍵
盤
）　

問
市
民
相
談 

・
消
費
生
活
セ
ン

　
タ
ー
（
☎
内
線
１
８
４
）

不
用
品
の
交
換

国
民
年
金
コ
ー
ナ
ー

　1792（寛政４）年、普賢岳の噴火に伴い眉山
が崩壊し、島原や対岸の熊本、天草を含め、１万
5000 人ともいわれる尊い生命が奪われました。
島原大変遭難者諸霊のご冥福と、眉山の治山なら
びに本市の繁栄を祈念して、慰霊祭が執り行われ
ます。多くの皆さんのご参列をお願いします。
問眉山治山祈念公苑保勝会事務局
　（☎商工会議所内 62-2101）

眉山治山祈念公苑
（島原総合運動公園内）

４ 月 ７ 日（土）　10 時～

第 43 回島原大変遭難者慰霊祭


